
令 和 ８ 年 第 ４ 回 

高 松 市 議 会 定 例 会 追 加 議 案 

令和８年６月２４日提出 



目           次 

 

議案第 ８２ 号 令和８年度高松市一般会計補正予算（第２号）  ·························································    １ 

議案第 ８３ 号 高松市印鑑条例及び高松市手数料条例の一部改正について  ·····················   １３ 

 





議案第８２号  

令和８年度高松市一般会計補正予算（第２号）  

令和８年度高松市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４５，７２３千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９３，８４４，１０４千円とする。

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

  令和８年６月２４日提出  

香川県高松市長  大  西  秀  人

－1－



16 38,834,649 112,500 38,947,149

2 国庫補助金 7,987,363 112,500 8,099,863

17 16,016,488 213,223 16,229,711

2 県補助金 4,841,474 133,223 4,974,697

3 委託金 1,066,754 80,000 1,146,754

21 58,414 120,000 178,414

1 繰越金 58,414 120,000 178,414

193,398,381 445,723 193,844,104

国庫支出金

県支出金

繰越金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

－2－



2 20,107,767 200,000 20,307,767

1 総務管理費 16,732,642 200,000 16,932,642

6 2,596,302 133,223 2,729,525

1 農業費 2,134,712 133,223 2,267,935

8 15,775,713 112,500 15,888,213

5 都市計画費 9,120,681 112,500 9,233,181

193,398,381 445,723 193,844,104

総務費

農林水産業費

土木費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

－3－



－4－



１　総　　括

（歳　　入）

16 国庫支出金 38,834,649 112,500 38,947,149

17 県支出金 16,016,488 213,223 16,229,711

21 繰越金 58,414 120,000 178,414

193,398,381 445,723 193,844,104歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

－5－



（歳　　出）

2 総務費 20,107,767 200,000 20,307,767

6 農林水産業費 2,596,302 133,223 2,729,525

8 土木費 15,775,713 112,500 15,888,213

193,398,381 445,723 193,844,104歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

－6－



国県支出金 地　方　債 そ　の　他

80,000 120,000

133,223 0

112,500 0

325,723 0 0 120,000

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源
一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

－7－



２　　歳    入

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

112,500千円

112,500千円

 千円

１６款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

6 1,875,301 112,500 1,987,801土木費国庫補助金

7,987,363 112,500 8,099,863計

１７款　県支出金 213,223千円

　２項　県補助金 133,223千円

4 545,956 133,223 679,179農林水産業費県補助金

4,841,474 133,223 4,974,697計

１７款　県支出金 213,223千円

　３項　委託金 80,000千円

1 1,021,260 80,000 1,101,260総務費委託金

1,066,754 80,000 1,146,754計

２１款　繰越金 120,000千円

　１項　繰越金 120,000千円

1 58,414 120,000 178,414繰越金

58,414 120,000 178,414計

　１６款　国庫支出金　１７款　県支出金　２１款　繰越金

－8－



 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

都市計画費補 112,5004 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 112,500

助金 112,500　地域公共交通運行特別支援事業費補助金

農業費補助金 133,2231 畜産振興事業費補助金 133,223

133,223　畜産競争力強化整備事業費補助金

徴税費委託金 80,0002 賦課徴収費委託金 80,000

80,000　個人県民税徴収取扱費委託金

繰越金 120,0001 前年度繰越金 120,000

120,000　前年度繰越金

　１６款　国庫支出金　１７款　県支出金　２１款　繰越金

－9－



　　２款　総務費　　６款　農林水産業費　　８款　土木費

00 09,233,1819,120,681 112,500計 112,500

112,500

務費 国庫支出金

　５項　都市計画費

　８款　土木費

112,5001 都市計画総 2,094,174 2,206,674 112,500

112,500千円

112,500千円

00 02,267,9352,134,712 133,223計 133,223

133,223

県支出金

　１項　農業費

　６款　農林水産業費

133,2234 畜産業費 3,953 137,176 133,223

133,223千円

133,223千円

00 120,00016,932,64216,732,642 200,000計 80,000

80,000

県支出金

120,000200,0001 一般管理費 6,164,169 6,364,169 80,000

　２款　総務費

　１項　総務管理費 200,000千円

200,000千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特 定 財 源補正額

地方債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

３　　歳  出

千円 千円 千円

－10－



　　２款　総務費　　６款　農林水産業費　　８款　土木費

112,500　地域公共交通運行特別支援事業費及び交付金

112,500負担金、補助18 112,500都市交通対策事業費

133,223　畜産競争力強化整備事業費及び交付金

133,223負担金、補助18 133,223畜産振興事業費

200,000　市税過年度分還付金及び加算金等及び割引料

200,000返還金等200,000償還金、利子22

節

 千円

区　　分
説 明

金　　額

千円
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議
案
第
８
３
号

 

高
松
市
印
鑑
条
例
及
び
高
松
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

高
松
市
印
鑑
条
例
（
昭
和
５
３
年
高
松
市
条
例
第
９
号
）
及
び
高
松
市
手
数
料
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

令
和
８
年
６
月
２
４
日
提
出

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 

高
松
市
印
鑑
条
例
及
び
高
松
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
（
高
松
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
高
松
市
印
鑑
条
例
（
昭
和
５
３
年
高
松
市
条
例
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

（
印
鑑
登
録
証
明
書
の
申
請
及
び
交
付
）

 

第
１
５
条

 
登
録
者
は
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
登
録
証
を
添
え
て
、
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
登

録
者
本
人
が
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
５
年
法
律
第
２
７
号
）
第

２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
定

在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
２
６
年
政
令
第
３
１
９

（
印
鑑
登
録
証
明
書
の
申
請
及
び
交
付
）

 

第
１
５
条

 
登
録
者
は
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
登
録
証
を
添
え
て
、
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
登

録
者
本
人
が
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
５
年
法
律
第
２
７
号
）
第

２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
添
え

て
行
う
と
き
は
、
登
録
証
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

 

－13－



 

号
）
第
１
９
条
の
１
５
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
又
は
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基

づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成

３
年
法
律
第
７
１
号
）
第
１
６
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
特
別
永
住
者

証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
添
え
て
行
う
と
き
は
、
登
録
証
を
添
え
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
市
長
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
と
き
は
、
登
録
証
（
第
１

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
在
留

カ
ー
ド
又
は
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
）
及
び
印
鑑
登
録
原
票
の
登
録
事
項
と

照
合
し
、
当
該
申
請
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
、
当
該
申
請
を
し
た

者
に
対
し
て
印
鑑
登
録
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
市
長
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
と
き
は
、
登
録
証
（
第
１

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
及
び
印
鑑

登
録
原
票
の
登
録
事
項
と
照
合
し
、
当
該
申
請
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
上
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し
て
印
鑑
登
録
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

 
 

 
（
多
機
能
端
末
機
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
申
請
及
び
交
付
）

 

第
１
６
条

 
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
者
は
、
多
機
能
端
末
機
（
本
市

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
接
続
さ
れ
た
端
末
装
置

で
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
在
留
カ
ー
ド
若
し
く
は
特
定
特
別
永
住
者
証
明

書
（
こ
れ
ら
の
う
ち
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
３
号
）
第
２
２
条
第

１
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
５
９
年
法
律
第
８
６

号
）
第
１
２
条
の
２
第
４
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
（
電
子
署

名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

第
３
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証

 
（
多
機
能
端
末
機
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
申
請
及
び
交
付
）

 

第
１
６
条

 
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
者
は
、
多
機
能
端
末
機
（
本
市

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
接
続
さ
れ
た
端
末
装
置

で
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
３
号
）
第
２
２

条
第
１
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記

録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
５
９
年
法
律
第

 

８
６
号
）
第
１
２
条
の
２
第
４
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
（
電

子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る

法
律
第
３
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
用
利
用
者
証
明
用
電

子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
印
鑑
登

－14－



 

明
書
が
記
録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
印
鑑
登
録
証

明
書
の
交
付
が
受
け
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
、
印
鑑
登
録
証
明

書
の
交
付
を
申
請
し
、
そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

録
証
明
書
の
交
付
が
受
け
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
、
印
鑑
登
録

証
明
書
の
交
付
を
申
請
し
、
そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 

 
（
高
松
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
高
松
市
手
数
料
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
手
数
料
の
徴
収
）

 

第
２
条

 
略

 

（
手
数
料
の
徴
収
）

 

第
２
条

 
市
は
、
別
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い

て
、
同
表
に
定
め
る
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

 

 
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 
別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

区
分

 
事
務
の
種
類

 
単 位

 
金
額

 

１
 

証

明
手

数
料

 

(
１

)
 
住
民
基
本

台
帳
法
第
１
２

条
第
１
項
、
第

１
２
条
の
２
第

１
項
若
し
く
は

第
１
２
条
の
３

第
１
項
若
し
く

は
第
２
項
の
規

 

証 明 書 １ 通
 

３
５
０
円
。
た
だ
し
、
多
機
能
端
末

機
（
本
市
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
接
続
さ

れ
た
端
末
装
置
で
、
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
２
５
年
法
律
第
２
７
号

)
第

２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

 

区
分

 
事
務
の
種
類

 
単 位

 
金
額

 

１
 

証

明
手

数
料

 

(
１

)
 
住
民
基
本

台
帳
法
第
１
２

条
第
１
項
、
第

１
２
条
の
２
第

１
項
若
し
く
は

第
１
２
条
の
３

第
１
項
若
し
く

は
第
２
項
の
規

 

証 明 書 １ 通
 

３
５
０
円
。
た
だ
し
、
多
機
能
端
末

機
（
本
市
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
接
続
さ

れ
た
端
末
装
置
で
、
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
２
５
年
法
律
第
２
７
号

)
第

２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
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定
に
基
づ
く
住

民
票
に
記
載
を

し
た
事
項
又
は

同
法
第
１
５
条

の
４
第
１
項
か

ら
第
４
項
ま
で

の
規
定
に
基
づ

く
除
票
に
記
載

を
し
た
事
項
に

関
す
る
証
明

 

 
カ
ー
ド
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
（
昭
和
２
６
年
政
令
第
３
１
９

号
）
第
１
９
条
の
１
５
の
２
第
１
項

に
規
定
す
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
若
し

く
は
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ

き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の

出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平

成
３
年
法
律
第
７
１
号
）
第
１
６
条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
特
別

永
住
者
証
明
書
（
こ
れ
ら
の
う
ち
電

子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情

報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関

す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第

 

１
５
３
号
）
第
２
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者

証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
又
は
電
気
通
信
事

業
法
（
昭
和
５
９
年
法
律
第
８
６

号
）
第
１
２
条
の
２
第
４
項
第
３
号

ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
（
電

子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情

報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関

す
る
法
律
第
３
５
条
の
２
第
１
項
に

規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
用
利
用
者

 

 
定
に
基
づ
く
住

民
票
に
記
載
を

し
た
事
項
又
は

同
法
第
１
５
条

の
４
第
１
項
か

ら
第
４
項
ま
で

の
規
定
に
基
づ

く
除
票
に
記
載

を
し
た
事
項
に

関
す
る
証
明

 

 
カ
ー
ド
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方

公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認

証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４

年
法
律
第
１
５
３
号
）
第
２
２
条
第

１
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド

用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記

録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
電

気
通
信
事
業
法
（
昭
和
５
９
年
法
律

第
８
６
号
）
第
１
２
条
の
２
第
４
項

第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設

備
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業

務
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
の
２
第

１
項
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
用

利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す

る
こ
と
に
よ
り
証
明
書
等
の
交
付
が

受
け
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
り
証
明
書
を
交
付
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
２
５
０
円
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証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
こ
と

に
よ
り
証
明
書
等
の
交
付
が
受
け
ら

れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
よ
り
証
明
書
を
交
付
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
２
５
０
円

 

 
(
２

)
～

(
2
3
)
 
略

 

２
～
６

 
略

 
 

 
 

 
 

 
(
２

)
～

(
2
3
)
 
略

 

２
～
６

 
略

 
 

 
備
考

 
略

 
備
考

 
略

 

 
 

附
 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
申
請
に
応
じ
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
し
て
の
機
能
を
付
加
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
交
付
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
特
定
在
留
カ
ー
ド
又
は
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
利
用
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
の
申
請
に
対
応
す
る
等
の
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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